
 

千葉市告示第６５９号 

 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号）第１４条第１

項の規定により指定医療機関として次のとおり指定したので、同法第２４条の規定に

より告示します。 

 

令和４年８月９日 

 

千葉市長 神 谷 俊 一 

 

【病院・診療所】 

名称 所在地 指定期間 

医療法人社団亮山会 ハー

ト歯科 

千葉市若葉区西都賀２－１１－１２ 
令和４年７月１日から 

令和１０年６月３０日まで 

医療法人社団星翔会 かな

め歯科 

千葉市緑区辺田町３６５－１ 
令和４年７月１日から 

令和１０年６月３０日まで 

千葉眼科 千葉市中央区弁天１－２－３ ＫＭビ

ル３階 
令和４年８月１日から 

令和１０年７月３１日まで 

 

【薬局】 

名称 所在地 指定期間 

薬局くすりの福太郎 作新

台店 

千葉市花見川区作新台４－４－２ 
令和４年７月１日から 

令和１０年６月３０日まで 

薬局くすりの福太郎 末広

店 

千葉市中央区末広４－２０－７  

 
令和４年７月１日から 

令和１０年６月３０日まで 

 


